
不
動
産
の
売
却
も
選
択
肢

不
動
産
保
有
会
社
を
設
立

　
現
在
、
首
都
圏
だ
け
で
な
く
大
阪

都
心
部
で
も
不
動
産
価
額
が
上
昇
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
一
棟
売
り
の
賃

貸
向
け
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
賃
貸
収
入

（
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
）
は
下
落
し
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
売
買
価
額

（
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
）
は
反
対
に

上
昇
し
て
い
ま
す
。
売
買
し
て
い
る

の
は
事
業
者
が
多
く
、
３０
年
近
く
前

の
バ
ブ
ル
時
代
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
ま

す
。
個
人
的
に
は
少
し
異
常
な
状
況

で
は
な
い
か

と
懸
念
し
て

い
ま
す
。

　
さ
て
資
産
家
で
、
個
人
財
産
の
ほ

と
ん
ど
を
不
動
産
が
占
め
て
い
る
場

合
は
、
不
動
産
価
額
が
上
昇
し
て
い

る
今
、
相
続
税
の
納
税
資
金
確
保
の

た
め
に
売
却
を
考
え
て
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
は
遺
産
分

割
し
や
す
い
現
預
金
を
含
め
た
換
金

性
の
高
い
金
融
資
産
を
全
財
産
の
３

分
の
１
程
度
保
有
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
所
有
の
建
物
を
不
動
産
保
有

会
社
へ
移
転
し
、
管
理
・
運
営
な
ど

不
動
産
経
営
の
全
て
を
法
人
と
し
て

行
う
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
オ
ー
ナ
ー
で

は
な
く
、
子
ど
も
な
ど
後
継
者
が
出

資
す
る
こ
と
と
、
法
人
へ
の
譲
渡
価

額
は
適
正
な
時
価
（
帳
簿
価
額
）
で

行
う
こ
と
で
す
。

　
個
人
に
地
代
を
、
後
継
者
に
は
家

賃
収
入
か
ら
役
員
給
与
を
支
払
い
、

所
得
分
散
を
図
る
こ
と
で
、
個
人
と

法
人
の
ト
ー
タ
ル
の
税
金
を
軽
減
で

き
ま
す
。

　
ま
た
法
人
が
固
定
資
産
税
の
２
〜

３
倍
を
年
地
代
と
し
て
個
人
に
支
払

え
ば
、
土
地
の
相
続
税
評
価
額
が
自

用
地
の
８０
％
に
軽
減
さ
れ
、
個
人
所

有
時
の
貸
家
建
付
地
評
価
と
ほ
ぼ
同

程
度
の
減
額
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
借
地
権

の
認
定
課
税
を
回
避
す
る
た
め
、「
土

地
の
無
償
返
還
に
関
す
る
届
出
書
」

を
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
で
す
。

　
法
人
税
の
基
本
税
率
が
２
０
１
２

年
か
ら
２５
・
５
％
に
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。
現
在
の
実
効
税
率
は
３５
・

６４
％
で
す
が
、
安
倍
政
権
は
１５
年
度

と
１６
年
度
の
２
年
間
で
３
・
２９
％
引

き
下
げ
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
さ

ら
に
今
年
度
か
ら
数
年
で
２０
％
台
に

す
る
こ
と
も
決
め
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
法
人
税
は
今
後
も
引
き
下
げ
ら
れ

る
方
向
で
す
。

法
人
で
収
益

不
動
産
を
所

有
す
る
こ
と
で
、
税
制
面
の
メ
リ
ッ

ト
を
最
大
に
生
か
し
た
い
も
の
で

す
。
　
私
自
身
が
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
で
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
経
験
で
学

ん
だ
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、
法
人
化

な
ど
適
切
な
相
続
税
軽
減
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

　（
近
畿
税
理
士
会
所
属
、
元
国
税

調
査
官
。
徹
底
し
た
顧
客
志
向
を
貫

き
、
不
動
産
分
野
に
強
い
同
事
務
所

を
経
営
。
得
意
分
野
は
相
続
・
事
業

承
継
対
策
☎
０
６
・
６
３
７
６
・
１

２
８
１
）

大
野
会
計
事
務
所
　
所
長
・
大
野 

修
氏

法
人
税
引
き
下
げ
を
最
大
に
活
用
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